｢岐阜県愛のともしび基金｣の補助事業を募集！
岐阜県愛のともしび基金は、県民の皆さまから寄せられた温かな善意の寄附金を財源として運営されています。本基金では、社会福祉法人や福祉分野のNPO、ボランティア団体など、営利を目的としない団体が取り組む地域福祉活動に対し、補助金の交付を通じて支援を行っています。
地域に根ざした多様な福祉の取組みを後押しすることで、だれもが安心して暮らせる社会の実現を目指しています。

募集期間　　令和8年３月２7日（金）～６月３０日（火）　
補助対象者　　福祉活動を行う社会福祉法人、非営利団体など
補助対象事業　　施設改修、備品購入、調査・研究、啓発活動など
　
＜活用事例＞
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補助金申請から事業実施までの流れ　　　　○=申請団体で実施する内容
	１.　令和8年3月27日(金)～６月30日（火）　○申請書の提出
２.　８月　岐阜県愛のともしび基金補助事業審査会の開催

３.　９月　交付決定　⇒　○事業実施（令和9年3月31日までに完了）
４.　事業完了後20日以内（ただし令和9年3月31日まで）⇒　○実績報告書の提出　　　　　　　　　　　　　　　　

５.　補助額の確定通知　⇒　○交付請求書の提出
６.　補助金のお支払い


※申請方法の詳細は裏面をご確認ください。応募期間後の申請は一切受け付けません。
※審査の結果、必ず採択されるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
※交付要綱・実施細則をご確認の上、最新の様式で申請書類を作成してください。

※前年度決算で社会福祉充実残額が生じた社会福祉法人は補助対象外となります。


令和8年度 岐阜県愛のともしび基金事業費補助金の申請について
【１ 補助対象者】

　　社会福祉法人及びその他知事が助成を必要と認める福祉活動を行う非営利団体

　　　 ※法人格のない団体については、原則として、会則、規約等を有し、５名以上で構成された組織であって、

毎年度事業予算を作成し、決算が行われていることが必要

※市町村、特別地方公共団体、市町村社会福祉協議会及び地方公共団体が設置した社会福祉施設の受託経営を主たる事業目的とする社会福祉事業団等は補助対象外

※補助を受けようとする年度、前年度又は前々年度にこの補助金の交付を受けた者(団体)は、補助対象外
※補助金の交付を受けようとする年度の前年度の決算において、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第５５条の２第３項第４号に規定する社会福祉充実残額が生じた社会福祉法人は補助対象外
※国、地方公共団体の負担金若しくは補助金又は民間資金の対象となった事業、国・地方公共団体から委託を受け実施する事業及び公の施設の指定管理者として行う事業は補助対象外

【２ 補助対象事業】
	補助対象事業名及び事業内容
	補助率
	補助限度額

	１　社会福祉法人等施設整備事業
　  社会福祉法人等における施設整備事業（社会福祉施設［社会福祉法第２条第４項に規定する事業に係る社会福祉施設を除く。］及び居宅要援護者に開放し、利用させることを目的とする施設等を新築、増築、改築及び改装する事業、授産製品販売所の設置、小規模訓練施設整備、共同生活所［ふれあいホーム、グループホーム、ミニホーム等］の施設整備等）
	 　1/2

	1,500千円


	２　社会福祉法人等備品整備事業
社会福祉法人等における備品を購入する事業（送迎用車両の購入、小規模授産施設等製作機器の購入、障害児（者）訓練マット等の購入等）
※１品目５万円以下の物品の購入は対象外
	 　1/2
	750千円
(車両購入は1,000千円)

	３　社会福祉法人等調査・研究開発事業
社会福祉法人等が行う調査・研究開発事業（新たな授産製品を研究開発するための事業等）
	 　1/2
	 500千円

	４　社会福祉法人等啓発事業
社会福祉法人等が行う福祉事業に関する広報・啓発であって、新規に実施されるもの
（研修会・講習会・交流会の開催、チラシ・ポスター・リーフレットの作成・配布等）
	1/2
	500千円

	５　福祉活動団体育成事業
次のア、イ又はウに該当する事業（事業開始から３年以内のものに限る。）

ア　社会福祉法人等の社会参加の推進を図るために行う事業（ふれあいいきいきサロン、要介護者支援相談・情報提供事業などの地域交流事業等）　　　

イ　社会福祉法人等の福祉活動を推進するための事業（地域や家庭における要支援者・子育て支援事業、福祉ガイドマップの作成等）

ウ　同種の活動を行う社会福祉法人等が、市町村の区域を越えて協働して活動を実施するネットワーク事業
	 　1/2
	  500千円

	６　その他の事業
知事が助成を必要と認める事業
	 　1/3
	  500千円


【３ 申請方法】
　　  下記ホームページから申請書を取得し、記載例などを参考に作成いただき、令和8年６月３０日（火）までに、県地域福祉課までご提出ください。（ホームページがご覧になれない場合は、下記までご連絡ください。）
＜岐阜県愛のともしび基金のホームページ＞


（岐阜県庁ＨＰ：トップ＞子ども・女性・医療・福祉＞地域福祉・その他＞地域福祉＞愛のともしび基金）
【４　申請・お問い合わせ先】
岐阜県健康福祉部地域福祉課（地域福祉係）

〒500−8570　岐阜市薮田南2−1−1（県庁15階）

TEL:058-272-1111（内3448）／FAX:058-278-2651／E-mail:c11219@pref.gifu.lg.jp
利用者の重度化に対応するため、


リクライニング車椅子を購入





老朽化した送迎用車両を更新
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愛のともしび基金








